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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年４月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和７年１１月２７日 ０７時２８分頃～０７時４５分頃の

間） 

発生場所 不明（島根県隠岐
お き

の島町所在の赤埼南南西方沖） 

事故の概要 漁船大安
たいあん

丸の船長は、刺し網漁の操業中、落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和７年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 大安丸、０.６トン 

 ＳＮ３－１８２２７（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.３０ｍ（Lr）×１.４２ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、平成３年７月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 ７７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５４年７月２０日 

  免許証交付日 令和４年７月２６日 

         （令和１０年４月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損、舵板の脱落等（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 転覆した本船（海上保安庁提供） 



- 2 - 

 気象・海象 気象：天気 曇り、視界 良好 

本船発見場所の東方約３.９km にある西郷岬地域気象観測所におけ

る観測値は、次のとおりであった。 

本船を発見し、船長の救助活動を行ったまき
．．

網漁業漁船（以下「漁

船Ａ」という。）の船長（以下「船長Ａ」という。）は、救助活動時、

付近に白波が立っていたのを見た。 

気象庁ウェブサイトの日別海面水温によれば、隠岐諸島付近の海面

水温は、約１９.６℃であった。 

日出時刻：０６時５５分頃 

松江地方気象台の発表内容は、次のとおりであった。 

(1) 天気予報 

隠岐 

１１月２７日０５時 

南の風 後 西の風 強く 晴れ 後 曇り 

波１.５ｍ 後 ４ｍ 

(2) 注意報 

１１月２７日０４時３２分発表 

隠岐の島町 強風注意報、波浪注意報 

 
項目 

時刻 
気温 
(℃) 

風向・風速 

平均 最大瞬間 

風向 
風速 
(m/s) 

風向 
風速 
(m/s) 

05:30 13.5 南 7.4 南 10.3 

06:00 13.6 南 8.8 南 13.4 

06:30 13.8 南 9.3 南 13.9 

07:00 13.7 南 9.3 南 12.3 

07:30 13.8 南 7.7 南南東 11.8 

08:00 13.9 南 8.4 南 11.3 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、令和７年１１月２７日０６時頃か

ら０６時３０分頃の間に、隠岐の島町加茂
か も

漁港を出航したことを船長

が所属する漁業協同組合（以下「漁協」という。）の組合員に目撃さ

れていた。 

操業を終えて加茂漁港に帰航中の漁船Ａの船長Ａは、０７時２８分

頃、乗組員から、隠岐加茂港沖防波堤灯台が設置された防波堤の南側

で、転覆した本船にしがみついている船長を発見したことを聞いた。

（図１参照） 
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図１ 事故発生場所概略図 

（右図は国土地理院ウェブサイトの地理院地図（写真）を使用） 

 

船長Ａは、漁船Ａが大きく救助が難しいので小さな船外機船で救助

したほうがよいと思い、携帯電話で同僚に連絡した。その後、船外機

船が到着しないため、船長Ａ等は漁船Ａからロープを結んだ救命浮環

を船長に向かって投げ入れた。 

船長Ａは、船長が救命浮環を掴
つか

んだものの、その後、０７時４５分

頃、海中に沈んだのを見た。 

船長Ａは０７時４８分頃に１１８番通報し、漁船Ａは巡視船が到着

するまで本船付近で待機した。 

船長は、巡視船、回転翼航空機及び島根県水難救済会所属船９隻に

よって捜索された。 

船長は、翌日０９時１０分頃、海上保安庁の潜水士によって本船付

近の海中で発見、救助されたものの、消防によって不搬送と判断さ

本船・船長発見場所 
（網の設置場所） 

✕ 

隠岐の島町 

★ 隠岐加茂港沖 
防波堤灯台 

加茂漁港 

赤埼 

✕ 

島根県 
隠岐諸島 

島後 
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れ、その後医師によって次のとおり検案された。 

死亡推定時刻：２７日０７時４５分頃 

直接死因：溺死（発症から死亡までの期間：直後） 

本船は、漁協組合員によって加茂漁港にえい
．．

航された。 

 その他の事項 (1) 船長の操業状況等 

漁協担当者によれば、次のとおりであった。 

船長は雑魚固定式刺し網漁に従事していた。 

操業は前日の夕方に網を設置し、翌朝の日出頃から揚収に向か

う。 

１１月２７日は本船を除く漁協所属の刺し網漁の漁船は出漁し

ていなかった。 

(2) 船長の漁業経験 

漁協担当者によれば、船長は約６０年の漁業経験があった。 

(3) 本船発見時の状況 

漁協担当者によれば、次のとおりであった。 

本船は、海中に設置された刺し網が揚網ローラーに一部巻き取

られた状態のまま、発見場所にとどまっていた。 

防波堤との接触で生じたと思われる船体の擦過傷のほか、本事

故後の上架作業時の揚網ローラー及び航海灯の損傷が認められ

た。 

(4) 船長の服装等 

船長は、救助された際、合羽
か っ ぱ

の上下を着用しており、携帯電話

は携行していなかった。 

(5) 救命胴衣の着用 

船長は、救助された際、救命胴衣を着用していなかった。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）

第２３条の４０第４項及び同法施行規則（昭和２６年運輸省令第

９１号）第１３７条第１項第４号の規定に基づき、暴露甲板上に

おいては救命胴衣を着用する必要があった。 

漁協担当者によれば、漁協は組合員に対し、救命胴衣を着用す

るよう指導していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

(1) 船長の直接死因は溺死で、発症から死亡までの期間は直後で 

あった。 

(2) 船長は、次のことから、０６時頃から０７時２８分頃までの間

に本船から落水し、０７時２８分頃から０７時４５分までの間に

溺死したものと考えられる。 
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① 船長は、本船に１人で乗り組み、０６時頃から０６時３０分

頃の間に、加茂漁港を出航したところを漁協組合員に目撃され

たこと。 

② 船長は、０７時２８分頃、赤埼南南西方沖において、転覆し

た本船にしがみついているところを発見され、投げ入れられた

救命浮環を掴んだものの、その後、０７時４５分頃、海中に沈

んだことを目撃されたこと。 

(3) 本船は、次のことから、刺し網の揚収作業中に転覆したものと

考えられる。 

① 本船が発見された際、海中に設置された刺し網が揚網ロー 

ラーに一部巻き取られた状態のまま、発見場所にとどまってい

たこと。 

② 船体に衝突や乗揚によるものと思われる損傷が認められな 

かったこと。 

③ 本事故当時、最大瞬間風速が約１０ｍを超える南寄りの風が

あり、船長の救助活動時には白波が立っていたこと。 

(4) (2)～(3)から、船長は、刺し網の揚収作業中、本船から落水し

て溺水したものと考えられる。 

船長は、転覆した本船にしがみついているところを発見されたが、

本船が転覆した後に船長が落水したのか、船長が落水した後に本船が

転覆したのかは、目撃者がおらず、船長が死亡しており、客観的情報

も十分に得られなかったことから、明らかにすることはできなかっ

た。 

船長は、暴露甲板上においては救命胴衣を着用する必要があったも

のの、救命胴衣を着用していなかったものと考えられる。 

船長は、携帯電話を携行していなかったことから、自ら救助を要請

することができず、転覆した本船にしがみついて救助を待っていたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、最大瞬間風速が約１０ｍを超える南寄りの風が

吹く状況下、赤埼南南西方沖で刺し網の揚収作業中、船長が落水して

溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型漁船の船長は、気象及び海象の悪化に関する注意報等が発表

されるなど、転覆のおそれや船体動揺によって落水するおそれが

ある場合には出航しないこと。 

・小型漁船の乗船者は、暴露甲板上では救命胴衣を着用すること。 

・小型漁船に１人で乗り組む船長は、防水型の携帯電話又は防水 

パックに入れた携帯電話を携行し、落水した際の連絡手段を確保

しておくこと。  


